
以下は広告スペースです。

＜8＞ 広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。
また、大阪市が推奨するものではありません。

◆中央区の推計人口 （令和4年4月1日現在）　人口  108,090人 （前月比 ： +591人）　世帯数 70,721世帯 （前月比 ： +631世帯）
◆「広報ちゅうおう」は115,500部を発行し、5月号1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約10.9円です（うち約1.1円を広告収入で賄っています）。

広報
令和4年5月　NO.312

コロナ禍に負けず奮闘するミナミのどまん中「戎橋」を近隣の商店
街の皆さんが中心となって清掃します。皆さんも一緒に戎橋をきれ
いにして、ミナミを訪れる方を"おもてなし"しませんか？

市民協働課（まち魅力推進）5階52番　☎6267-9832問合せ

総務課（総合企画）5階56番　☎6267-9683問合せ

「みんなでクリーン！ ゆめちゅうおうグッズ」貸し出します。
区内の道路や公共の広場等で清掃活動に取り組んでいる団体やグ
ループの皆さんに、清掃道具やゼッケンの貸し出しを行っています。

4月15日～5月31日は
中央区環境浄化強化月間（春期）です

4月15日～5月
31日

をキャッチフレーズに、区民の皆さんとともに
取組みを進めています。
中央区では、放置自転車や違反広告物、タバコのポイ捨てな
ど、まちの美観を損ねる多くの課題を解決するため、春と秋
（10月15日～11月30日）に「みんなでクリーン！ゆめちゅうお
う（中央区環境浄化強化月間）」を設定し、中央区と地域の皆
さんが協働してまちをきれいにする取組みを進めています。

「みんなでクリーン！ゆめちゅうおう」

3月15日（火）、もりのみやキューズモール
BASEにて東急不動産株式会社と連携協力
に関する協定書の締結式を執り行いました。
このたびの協定締結を機に、今後、両者の包
括的なパートナーシップを構築し、相互の連
携・協力関係を強化することで、地域活性化
や子育て支援などの取組を通じて、広く地域
社会の発展に寄与してまいります。

2Fフードコート入口横
に中央区役所情報コー
ナーができています。

東急不動産株式会社と
連携協定を締結しました

5月22日（日）　8:30～9:30(受付8:20)
小雨決行※天候等の事情により中止することがあります。　
「戎橋」中央付近（お申込みいただいた方にご案内をお送りします。）
FAXまたはメールにて、①氏名 ②住所 ③電話番号 ④参加人数を
ご記入のうえ、お申し込みください。  　  
5月15日（日）　　　　　

と　き

申込み

締切り
申込先

集合場所

戎橋筋商店街振興組合事務局　
☎6641-3362  　  6643-0097
　　info@ebisubashi.or.jp

戎橋 洗って笑顔で“おもてなし”！
えびすばしえびすばし

橋洗いブラッシュアップ大作戦

参加者
募集
参加者
募集

参加者には戎橋筋商店街オリジナル手拭い進呈！

つながって まちづくり

FAX

E-mail

 民生委員･児童委員
、

主任児童委員

保健福祉課（保健福祉）４階４３番　☎6267-9194問合せ

民生委員・児童委員とは、高齢者の訪問・見守り活動や、関係機関と
連携・相談しながら適切なサービスを提供するための調整などを行
います。また、子育てや児童に関する相談活動、よりよい環境づくり
など、地域の皆さんとともに幅広い活動をしています。
　主任児童委員とは、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣が
指名した委員で、学校と連携した支援など、子どもや子育てに関する
相談・援助を専門に担当します。

中央区内には、令和4年４月１日現
在、民生委員・児童委員は114名、う
ち主任児童委員は26名おり、それぞ
れの担当地区で活動されています。

民生委員・児童委員、
主任児童委員って
中央区内に何名いるの？

民生委員・児童委員、主任児童委員
は、秘密を守る義務が法で決めら
れています。個別の相談など、活動
を通じて知りえた個人の秘密は守
られます。

相談内容は
秘密にしてもらえるの？

Q

A

主に、福祉に関すること（家族の介護、
福祉サービスの紹介など）、子育てに関
すること（子育てサークルへの参加・児
童虐待防止・子育ての悩みなど）、生活・
健康に関すること（生活保護の手続き・
生活福祉資金・健康・医療など）です。

どんな相談に
のってもらえるの？Q

A

民生委員・児童委員は、地域を知る住
民の中から選ばれ、厚生労働大臣から
委嘱を受けた特別職の地方公務員で
す。無報酬のボランティアとして活動
されています。

民生委員・児童委員って
どんな人？Q

A

Q

A
中央区民生委員児童委員協議会

千田 守男会長

民生委員・児童委員、
主任児童委員

は、地域の身近な相
談相手です。

困ったことや心配事
がありました

ら、お気軽にご相談く
ださい。

ご存じですか？


